
⚫ 富山県では、2018(平成30)年３月に総合計画「元気とやま創造計画」を策定し、以来、着実に県政を進めてきました。
⚫ 計画策定から７年以上が経過し、この間、コロナ禍を経て、激甚化する自然災害、能登半島地震、人口減少など、富山県を

取り巻く社会経済情勢は、計画策定時から大きく変化するとともに、デジタル化・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ
ン）が加速する中、新たな課題への対応が求められています。

⚫ また、足元では、物価高や人手不足、原材料価格やエネルギー価格の高騰など、家計や企業は厳しい状況に置かれています。
⚫ このように、変化が激しく先行きが不透明なときこそ、県民が将来への夢と希望を持ち、豊かさと幸せを実感できるよう、

分かりやすいビジョンを提示することが必要です。
⚫ これらの課題に的確に対応し、県民一人ひとりの豊かで幸せな暮らしと本県の持続的な発展を実現するため、県民が主役の

新しい富山県の未来を描き、県民とともに新しい富山県づくりを推進する新たな総合計画を策定します。

富山県総合計画の概要
「幸せ人口1000万～ウェルビーイング先進地域、富山～」を目指して

１ 計画策定の趣旨

1

⚫ 概ね10年後の本県の将来像を見据えつつ、社会経済情勢の変化に的確かつ柔軟に対応していくため、
計画期間は５年間（2025(令和７)年度～2029(令和11)年度）とします。

３ 計画期間

⚫ この計画は、県政運営の指針であり、県づくりの基本的な方向性を総合的・体系的にまとめた、県の最上位の計画です。
⚫ また、県が目指す将来像を県民と共有し、その実現に向けて、県民と共に取り組んでいくための羅針盤となるものです。
⚫ 具体的な事業は、変化が激しい社会経済情勢にスピード感を持って対応するため、各分野の個別計画や毎年度の予算編成で示

し、一体的に推進することにより、実効性を確保します。
⚫ まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）に基づく、「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」としても位置付

け、一体的に取り組んでいきます。

２ 計画の位置付け
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新たな総合計画の策定
R7上半期における商工労働部の主な動き

※第３回総合計画審議会より
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